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第 24期 第 20回 北広島市農業委員会総会議事録 

 

令和 4年 2月 21日（月）15時 00分、第 20回北広島市農業委員会総会を北広島市役所 5階議場に

招集する。 

 

１  議事日程 

日程第 1  議事録署名委員の指名 

日程第 2  会期の決定 

日程第 3  報告第 1号  賃貸借の合意解約について 

日程第 4   議案第 1号  農地法第 5条の規定による許可申請について 

日程第 5   議案第 2号  農用地利用集積計画の決定について 

日程第 6  議案第 3号  農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の改正について 

日程第 7   その他 諸報告 

 

２ 応招委員  1番 茶木 義行 委員  2番 宮北  輝 委員   5番 安宅 一夫 委員   

２ 応招委員  6番 塚本 能信 委員   7番 三戸  修 委員 

 

３ 農地利用最適化推進委員出席者  坂本 勝則 委員 田村 智幸 委員  

山田 智美 委員 森越 信幸 委員 

 

４ 欠席委員  3番 佐藤 芳之介 委員  4番 佐々木 珠惠 委員  阿部 知博 委員 

 

５ 事務局出席者  事務局長 及川 浩司  事務局次長 遠藤 智  主査  武山 伍織 

５ 事務局出席者  主査   土居 裕之  主事  門間 亮太   主事  伊藤 雄真 

４ 事務局出席者   

 

（開会宣言  15時 00分） 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

茶 木 委 員 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

 

議 長 

 

＜日程第 1：「議事録署名委員の指名」＞ 

日程第 1、「議事録署名委員の指名」を行います。本日の署名委員として総会規則第 14条

の規定により 1番 茶木委員、2番 宮北委員、以上 2名を指名いたします。 

 

＜日程第 2：「会期の決定」＞ 

日程第 2、「会期の決定について」お諮りいたします。本会議の会期は、令和 4年 2月 21

日、本日 1日と決したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。会期は本日 1日と決しました｡ 

 

＜日程第 3：報告第 1号「賃貸借の合意解約について」＞ 

報告第 1号「賃貸借の合意解約について」を議題といたします。事務局から、報告案件の

朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。これより質疑を行います。茶木委員どうぞ。 

番号 1、番号 2の解約後の利用計画を教えてください。 

番号 1、番号 2につきましては、○○の○○○○が合意解約をしたという案件でございま

す。○○○○が離農を検討中で、まずは賃貸している農地を解約するということでございま

す。今後の利用状況についてですが、現在、借主は決まっていない状況でございますが、所

有者である○○の○○○○が今後貸したい人がいるというお話を伺っております。今後、○

○○○に聞き取りを行い、貸したい人が見つかれば地区の調整会議を開催させて頂きまし

て、その後利用集積計画として総会にかかる形になります。以上です。 

他に何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

 質疑なしと認めます。報告第 1 号は、報告のとおり承認することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第 1号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第 4：議案第 1号「農地法第 5条の規定による許可申請について」＞ 

議案第 1号「農地法第 5条の規定による許可申請について」を議題といたします。事務局

から議案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。これより質疑を行います。何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第 1号は、許可相当とすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第 1号は、北海道農業会議へ意見を聴取した後、許可相当と

意見を付し、石狩振興局長へ送付することに決定いたしました。 

 

＜日程第 5：議案第 2号「農用地利用集積計画の決定について」＞ 

議案第 2号「農用地利用集積計画の決定について」を議題といたします。事務局から、議

案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。また、この番号 1・番号 2につきましては、塚本委員が議事

参与の制限の対象となりますので、退席願います。暫時休憩いたします。 

（塚本委員退席） 

それでは休憩を解き再開いたします。質疑ございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

茶 木 委 員 

 

事 務 局 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

農 政 課 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

質疑なしと認めます。番号 1・番号 2は、提案のとおり決することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。番号 1・番号 2は、提案のとおり決定いたしました。ここで塚本

委員の除斥を解きます。暫時休憩いたします。 

（塚本委員着席） 

それでは休憩を解き再開いたします。これより番号 3 から番号 18 について質疑を行いま

す。質疑ございませんか。茶木委員どうぞ。 

番号 12から番号 18の経営移譲による新規案件ですが、賃貸の金額は今までと同じでしょ

うか。 

賃貸の金額については、前回の○○○○○○の時の契約と変わっておりません。また、契

約の終期につきましても、新規契約にはなっておりますが○○○○○○との契約をそのまま

流用しております。以上です。 

他に、質疑ございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。番号 3 から番号 18 については、提案のとおり決定することにご異

議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。番号 3から番号 18については、提案のとおり決定いたしました。 

以上で議案第 2号は、すべて提案のとおり決定いたしました。これより質疑を行います。 

 

＜日程第 6：議案第 3号「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の改正について」＞ 

日程第 6、議案第 3号「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の改正について」を

議題といたします。事務局から議案の朗読をお願いします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。農政課から補足説明を求められておりますので、これを許し

ます。 

お手元に基本構想案を用意しております。内容につきましては、前回の総会時に説明

しましたので省略させていただきますけども、9 ページをご覧ください。9 ページの中

段⑨花き専業ですけども、前回の総会におきまして佐々木委員から面積が違うのではな

いかというご指摘を受けました。確認したところ、ご指摘のとおり面積に誤りがありま

したので、訂正をさせて頂きたいと思います。合計面積は 0.4haでございます。以上で

す。 

補足説明が終わりました。これより質疑を行います。何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第 3 号は、提案のとおり決定することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第 3号は、提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第 7：「その他、諸報告について」＞ 

 諸報告を行います。事務局から発言を求められておりますので、これを許します。 

それでは、諸報告を行います。1点目、次回の第 21回農業委員会総会につきましては、令

和 4年 3月 25日金曜日、午後 3時 00分から北広島市役所 5階議場で予定をしております。

2点目、会長と事務局の動静報告についてでございます。1月・2月につきましては記載のと

おりでございます。3 月につきましては、16 日水曜日、北海道農業会議第 11 回常設審議委

員会に会長にご出席いただく予定でございます。17日木曜日、北海道農業会議第 92回総会

こちらも会長と私が出席する予定でございます。25日金曜日、第 21回農業委員会総会を午

後 3時より開催したいと思っております。尚、北広島市議会におきまして、令和 4年第 1回
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議 長 

 

茶 木 委 員 

 

事 務 局 

 

 

 

 

議 長 

定例会が令和 4年 2月 14日から 3月 18日まで開催しております。以上です。 

事務局から説明がございましたが、委員の皆さまから何かございませんか。茶木委員どう

ぞ。 

農業新聞で見ましたが、遊休農地の林地化に対しての助成金などを国から出すと書いてあ

りましたが、詳しいことがわかれば教えて欲しいと思います。よろしくお願いいたします。 

現時点では、茶木委員がおっしゃられたとおり、農業新聞で見ている程度でしかなくて、

国や北海道から通知がきているわけではございません。北海道で今後自治体や都道府県に合

わせた形で通知がくるのかなとは思います。今お答えすることはできませんが、農政課とも

連携しながら、皆さまに情報提供及び情報共有していければと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

他に何かございませんか。なければ以上をもちまして第 20 回北広島市農業委員会総会を

閉会といたします。ご苦労様でした。 
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（閉会宣言 15時 30 分） 

 

 

 以上、総会議事を記録し、正確を期するためここに署名する。 

 

 

令和  年  月  日   

 

 

 

    

議 長 

  

署 名               

 

議事録署名委員 

 

   番 

 

署 名 

 

議事録署名委員  

 

   番 

 

署 名 

 

 


